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ᵓ ⅜ ⌂ ⌂ ╩ ℮⁹ 

ה ⅝ ⅝ ה ╩fi◓ⱪ꜡◓ꜝⱶ▫♦כꜞ─ ה ∆╢⁹ 

（専門職学位課程） 

ה ┘ ─ ╛ ⌐ ∆╢ ╩☼כ♬ ╕ⅎ

ה ─ ה ╩ ℮≤≤╙⌐ ╩ ∆╢⁹ 

┘ ה ─ ⌐ ≠™≡ ─ ⌂╢ ╩ ╢≤≤╙

⌐ ─ ╩ ╕ⅎ≡ ╩ ∆╢⁹ 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ─ ╩ ∆╢⁹ 
⌐ ה ⇔√₈ ─ ₉⌐ ≠⅝ ⅝ ⅝ ─ ─

╩ ╢⁹ 

ᵒ ─ ⌐ ⅜╢ ה ⌂ ╩ ∆╢⁹ 
─ ה ⌐ ⅜╢ ה ⌂ ╩ ⅝ ⅝ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐ ∂≡

⇔╩ ℮⁹ 

ᵓ ─ ─ ⌐ ╩☻ⱦכ◘√∫ ⇔ ה ╩ ∆╢⁹ 

₈√⇔ ה ─ ₉╩↕╠⌐ ╘ ─ ─

╩☻ⱦכ◘ ↕∑ ה ╩ ∆╢⁹ 

ᵔ ┘ ╩ ∆╢⁹ 

│ ⌂⇔  

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ◐ꜗfiⱤ☻ ─ ─ ה ╩ ╡ ⱪꜝ◙╩ ∆╢≤

≤╙⌐ ⱪꜝ◙ ╩ ╘√ ◄ꜞ▪╩ ∆╢⁹ 

│ ⌂⇔  

ᵒ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⅜ ⌐ ∆╢

◦☻♥ⱶ╩ ∆╢⁹ 

⌐fi◓ⱪ꜡◓ꜝⱶ▫♦כꜞ ה ∆╢ ⌐ ⇔≡ ⅝ ⅝ ╩ ℮⁹ 

ᵓ ╛ ≤ ⇔ ╩ ╘√◐ꜗꜞ▪ ◦☻♥ⱶ╩ ∆╢⁹ 

ה ה ⅜ ≢ ∫≡™╢◐ꜗꜞ▪ ≤─ ╩ ╘

╛ ≤ ⇔≡ ┼─ ╙ ℮◐ꜗꜞ▪ ◦☻♥ⱶ╩ ∆╢≤≤

╙⌐ ⌐ ∂≡ ⇔ ∆╢⁹ 

ᵔ ה ⅜ ┬▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ה ∆╢⁹ 

─ ה ה ⅜≤╙⌐ ═╢▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔

ה ∆╢⁹ 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ─ ≤∆═⅝ ╩ ⌐ ⇔ ⌐ ↑≡ ה

╩ ℮⁹ 

⅝═∆≥ ה ⌐⅔↑╢ ⌐ ↑≡ ה ╩ ℮⁹ 

ᵒ ╩ ⌐ ⇔≡ ה ─ ╩

℮≤≤╙⌐ ─ ╩ ≢⅝╢ ╖╩ ⇔ ∕─ ⌐ ∆╢

╩ ℮⁹ 
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ה ה ─ ◦☻♥ⱶ⌐ ≠⅝ ∆╢⁹╕√ ─

╩ ≢⅝╢ ╖ ┘ ⌐ ≠⅝ ∆╢⁹ 

ᵓ ⌐⅔↑╢ ─ ┘ ⌐ ╢ ◦☻♥ⱶ ┘ ╩

⇔ ─ ™◦☻♥ⱶ⌐ ∆╢⁹ 

≢ ה ─ ┘ ─ ⌐≈™≡ ⇔

─ ™ ◦☻♥ⱶ╩ ∆╢⁹ 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ⇔™ ─ ╩ ⇔√ ─ ⅜ ≢⅝╢╟℮ ╩ ⌐

∆╢⁹ 

√╣↕ ה ─ ⌐≤╠╦╣⌂™ ─ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ∆

╢≤≤╙⌐ √⌂ ─ ─ ╩ ℮⁹ 

ᵒ ─ ה ╩ ™ ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╗ ╩ ⌐

─√╘⌐ ⌂ ─ ╩ ℮⁹ 

≡⇔≥ ה ⌐ ╡ ╗ ╩ ⌐ ─√╘⌐ ⌂ ─

╩ ℮⁹ 

ᵓ ⌂ ╩ ⇔ ╣√ ╩ ∆╢⁹ 

≡⇔≥ ה ⌐ ╡ ╗ ┼ ╣√ ╩ ∆╢ ⌐ ≠⅝ ⌂

╩ ⇔≡ ╣√ ╩ ∆╢⁹ 

ᵔ ה ─ ≤⇔≡ ╩ꜟ♫כꜗ☺ ╗ ┘ ╩

⌐ ∆╢⁹ 

╩ꜟ♫כꜗ☺ ה ╗ ─ ─ ╩↕╠⌐ ╘╢⁹╕

√ ⇔√ ◦☻♥ⱶ ┘ ◦☻♥ⱶ⌐╟╢ IT ╩ ∆╢⁹ 

ᵕ ╛ ≤─ ⌐╟╡ ╩ ≢ ⇔ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

╛ ה ≤─ ⌐╟╢₈ Ⱡ♇♩꞉₉◒כ ╩ ⇔≡

╩ ≢ ⇔ ╩ ∆╢⁹ 

ᵖ ה ⅜∕─ ≤ ╩ √∑╢╟℮ ╩ ℮⁹ 

┘ ה ☿fi♃כ⅜ ה ≤⇔≡

─ ╩ √∑╢╟℮ ∆╢⁹ 

 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するための措置 

₈ ─√╘─ ₉≤⇔≡ ≢ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ─ ╩ ™ ─

└╤⇔╕ ⌐ ∆╢ ה ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ≤⇔≡─ ≤

─ ─ ☼כ♬ ≤ ─ ☼כ◦ ─ ⌂

ⱴ♇♅fi◓⌐╟╢ ─ ⁸ ⌐│ ≤ ⅜ ⇔≡ ╩ ∆╢↓

≤≢ ─ ה ⌐ ∆╢ ₈└╤⇔╕ ₉₈ ₉

₈ ⅜™ ₉ ╩ ╘╢⁹ 

─ ה ⌐ ↕╣√₈ ╩ ╗└╤⇔╕▬♬◦▪♥▫Ⱪ

₉ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 
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（２）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ─₈ ₉ ╩ ∆╢⁹ 

⌐ ה ⇔√₈ ₉─ ⱪ꜡☺▼◒♩╩ ∆╢⁹╕√

│ ⅛╠₈ ╩ ╗└╤⇔╕▬♬◦▪♥▫Ⱪ ₉ ─ ≢ ∆╢⁹ 

ᵒ ⇔≡™╢ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡ ⇔╩ ℮⁹ 

╢™≡⇔ ה ⌐≈™≡│ ╩ ⇔ ╩ ∆╢⁹╕√

√⌂ ⌐╙ ⅝ ⅝ ╡ ╗⁹ 

ᵓ ꜞכ◘הꜟ●כⱦ☻ה☿fi♃כ╩ ∂≡ ⌂≥ ⌐

∆╢ ─☻ⱦכ◘ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

≡™⅔⌐כ♃fi☿ה☻ⱦכ◘הꜟ●כꜞ ה ≡⇔≥☻ⱦכ◘─┼

╩ ⅝ ⅝ ∆╢⁹╕√ 24 ┘↓╣╕≢─ ╩ ╕ⅎ

─☻ⱦכ◘ ╩ ╢√╘─ ╖⌐ ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

ᵔ ─ ┘ ⌐≈™≡ ⌐ ╩ ℮⁹ 

─ ה ⌐≈™≡₈ ꜞⱳ☺♩ꜞ₉⌐ ∆╢◖fi♥fi♠╩ ∆╢⁹

─ ⌐≈™≡│ ─ ╩ ╕ⅎ≡ ⅝ ⅝ ⌐ ℮⁹ 

ᵕ ─ ╩ ⇔ ╩ ∆╢⁹ 

√⇔ ה ╩ ╘ ↕╠⌐ ╩ ∆╢⁹ 

ᵖ ─ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ⱪ꜡◓ꜝⱶ ⌐ ∆╢ ╡ ╖╩ ⌐ ╘

₈ ⅜ ∆╢ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉─ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ─ ⌂≥

⅜ ≤⌂∫≡ ⌐ ╡ ╗ ╩ ∆╢⁹ 

fiꜛ◦כⱡⱬ▬הⱩ○הכ♃fi☿ ה COI ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐ ↕╣√₈ ⅜ ∆

╢ ▬ⱡⱬכ◦ꜛfi ₉ ╩ ⌐ ∆╢⁹ ╦∑≡⁸ ╩ⱴⱠ☺ⱷfi♩∆

╢ ─ ╩ ∆╢⁹ 

（３）国際化に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ╣√ ╩ ∆╢⁹ 

√╣ ה ה ╩ ∆╢√╘─ ╩ ⇔ ה ╩

∆╢⁹ 

ᵒ ─ ⌐╟╢ ⌂≥ ╩ ה ∆╢⁹ 

─ ה ⌐╟╢ ⌂≥ ─√╘─ ╩ ℮≤≤╙⌐

─ ⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢⁹ 

ᵓ ╩ ∆╢√╘─ ╩ ⇔ ╩ ה ∆╢≤≤╙⌐

⌐ ∂≡ ─ ─ →╩ ℮⁹ 

│ ⌂⇔  

ᵔ ─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

─ ה ╩ ╕ⅎ√ ─ ⌐ ≠⅝ ∆╢⁹ 

ᵕ ─ ≤─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⇔ ה ╩ ∆╢⁹ 

INU ה Ⱡ♇♩꞉כ◒ AIMSⱪ꜡◓ꜝⱶ ASEAN ≤─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ

┘∕─ ─ ≤─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⇔√ ╩ ∆╢⁹ 

ᵖ ⌐ ≢⅝╢ ─ ╙ ╘√ ─ ╩ ™ ┼─ ╩

∆╢⁹ 
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─ ה ⌐ ≠⅝ ─ ™ SDⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ה

∆╢⁹ 

ᵗ ─ ─√╘─ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

─ ה ⌐ ≠⅝ ⌐ ∂≡ √⌂ ⌂ ╩ ∆╢≤≤╙⌐

⅝ ⅝ ─ ─√╘─ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

（４）附属病院に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ⌐ ∂ √⌂ ╩ ┘ ╩ ∆╢⌂≥ ╩ ⇔

─ ⌐ ⌂ ה ╩ ∆╢⁹ 

╩ ה ↕∑╢≤≤╙⌐ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⌐ ╡ ╖ ─ ≤─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ↕∑

╩ ∆╢⁹ 

╩ ה ∆╢≤≤╙⌐ ₈⅜╪ ☿fi♃₉כ⌂≥─ Ɫכ♪ ─ ╩

∆╢⁹ 

ᵓ ≢ ─ ™ ┘ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ─

⌂ ╩ ∟ ╩ ⅎ╢ ╩ ∆╢⁹ 

─כ♃fi☿ ה ╩ ה ↕∑ ─ ⌐ ∫≡

╩ ∆╢⁹╕√ ≢ ꜠ⱬꜟ─ ╣√ ╩ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐

─ ╩ ∆╢⁹ 

（５）附属学校に関する目標を達成するための措置 

≤─ ⌐╟╡ ה ה ╢∆♪כꜞ╩ ─ ╩ ∆

◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ─ ╩ ℮⁹ 

⌐≢╕ ה ⇔√ ◦☻♥ⱶ⌐╟╡ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ┘

╩ ∆╢⁹ 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）柔軟な教育研究体制の構築に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ♬כ☼╛ ╩ ╕ⅎ ─ ┘ ─ ⇔╩

℮⁹ 

─ ה ┘ ─ ⇔╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ─ ─ ⌐ ╡ ╗⁹ 

│ ⌂⇔  

ᵓ ─ ה ╛ ┼─ ⌐ ⇔√ │ ╩

∆╢⁹ 

─≢ ה ─ ╩ ⇔√ ≢ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

（２）弾力的な管理運営体制の構築に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ╩ ∆╢⁹ 

╩ ה ∆╢√╘ ─ ╩ ╘╢≤≤╙⌐ ─ ╡

⌐ ∫≡ ─ ⇔╩ ℮⁹ 

ᵒ ⌐⅔↑╢ ─ │ ⅛╠ ⌐ ⇔╩ ℮⁹ 
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│ ⌂⇔  

ᵓ ─ ⌂≥ ─ ⇔╩ ℮⁹ 

│ ⌂⇔  

（３）優秀な人材の獲得に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ┘ ─ ⌐⅔™≡ ╩ ™ ∕─

⌐ ∂√ ╩ ה ∆╢⁹ 

│ ⌂⇔  

ᵒ ⌐ ≠⅝ ╩ ℮⁹ 

⌐ ה ≠ↄ ◐ꜗꜞ▪Ɽ☻╩ ⌐ ∂≡ ה ∆╢⁹ 

（４）男女共同参画の推進に関する目標を達成するための措置 

ᵑ ≤ ⅜ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ה ⇔ ∕╣╩ ⇔╛∆™ ╩

∆╢⁹ 

≥ ה ⅜ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ⌐ ה ∆╢⁹╕√ ⌐ ∂≡

⌐ ╩ ⇔ ╩ ⇔╛∆™ ╩ ⅎ╢≤≤╙⌐ ─ ╩

∆╢⁹ ⌐╟╢₈ ₉─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ╩ ⌐∆╢≤≤╙⌐ ─ ╩ ↄ∆╢⁹ 

╩ ה ⌐∆╢⁹╕√ ⌐ ∆╢₈ ─ ה

ה ₉⌐ ∫≡ ─ ╩ ≤∆╢↓≤╩ ∆⁹ 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

╩ ╘╢≤≤╙⌐ ╩ ⇔ ╛ ≤

─ ╩ ╘ ╩ ∆╢⁹ 

─ ה ╩ ⌐ ∂≡ ∆⁹╕√ ╩כ♄ꜟⱱ◒כ♥☻ ≤⇔√

─ ╩ ℮⁹ 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

（１）人件費の削減 

₈ ≢ ⌂ ╩ ∆╢√╘─ ─ ⌐ ∆╢ ₉  

⌐ ≠⅝ ⌐ ∂√ ⌐ ╡ ╖ ⅛

╠─ ⌐⅔™≡ ỏ ─ ╩ ℮⁹ ⌐ ₈ ≤

⌐ ∆╢ ₉ ⌐ ≠⅝

─ ╩ ╕ⅎ ╩ ╕≢ ∆╢⁹ 

│ ⌂⇔  

（２）人件費以外の経費の削減 

╩ ≤⇔√ ╩ ™ ─ ╩ ∆╢⁹ 

┘ ה ─ ─ ⇔╩ ⌐ ™ ≢ ∆╢ ╩

╕ⅎ≡ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

╕√ ⌐ ⇔√ ─ ⌐ ∆╢▬fi☿fi♥▫Ⱪ⅜ ↄ◦☻♥ⱶ
╩ ∆╢⁹ 
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３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

─ ─ ה ⌂ ╩ ™ ⌐╙ ∆╢⁹ 

│ ⌂⇔  

 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

─ ה ╩ ⌐ ⌐╟╢ ╩ ∆╢≤≤╙⌐

┘ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡ ⇔╩ ℮⁹ 

・ ─ ─ ┘ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡ ⇔ ╩

∆╢⁹ 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

─ ה ⌂≥ ─ ⌐╦√╡ ∕─ ╩ⱱכⱶⱭכ☺ ╩

⇔≡ ⌂ ╩ ℮⁹ 

─ ה ה ⌂≥ ─ ⌐╦√╡ ∕─ ╩ⱱכⱶⱭכ☺ ╩ ⇔

≡ ⌐ ∆╢⁹ 

 

３ 戦略的な広報活動の推進に関する目標を達成するための措置 

⌐⅔↑╢ ≤⇔≡ ○ⱨ▫☻─ ╩ ∆╢⁹ 

│ ⌂⇔  

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ ユニバーサルデザインに関する目標を達成するための措置 

ᵑ ◓ꜝfi♪♦◙▬fi⌐ ≠ↄ ╩ ⇔ ╩ ╘╢⁹ 

⌐ ה ≠⅝ ─ ─ ─ ה

─ ┘ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⱴⱠ☺ⱷfi♩─ ⌐╟╡ ─ ╩ ∆╢⁹ 

⌐ ה ℮ ☻Ɑכ☻─ ꜠fi♃ꜟꜝⱲ─ ה ─

⇔ ┘ ◄Ⱡ ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ∆╢⁹╕√ ─

╩ ╕ⅎ ⌐ ∂≡ ─ ⌐ ╢ ╩ ∆⁹ 

ᵓ ⅜™ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

╩ ה ╡ ⅜™ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ₈ ה ⅜≤╙⌐ ═

╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₉╩ ⇔ ꜚ♬Ᵽכ◘ꜟ♦◙▬fi⌐ ∆╢ ─ ─ ה

╩ ╢⁹ 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
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ᵑ ╕≢ ⇔√ꜞ☻◒ⱴⱠ☺ⱷfi♩╩ ℮√╘─

╩ ∆╢⁹ 

₈ ה ꜞ☻◒ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ₉ ┘ꜞ☻◒ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ⌐

≠⅝ ₁─ⱴ♬ꜙ▪ꜟ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⇔√ꜞ☻◒ ╩ ⇔ ꜞ☻◒

╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ╩ ה ⇔ ☿◐ꜙꜞ♥▫ ┘ ◖fiⱪꜝ▬▪fi☻╩

∆╢⁹ 

₈ ה ─ ⌐ ∆╢ ₉╩ ∆╢⁹╕√ ☿◐ꜙꜞ♥▫

┘ ◖fiⱪꜝ▬▪fi☻─ ─√╘─ ╩ ⇔≡ ∆╢≤≤╙⌐ ↓╣╕≢

⇔√ ╩ ∆╢⁹ 

 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐≈™≡ ┘ ┼─

╩ ⌐ ∆╢⁹ 

─ ה ╩ ╡≈≈ ┘ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢⁹

╕√ ─√╘─ ה ┼─ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐ ⌐ ∂

≡ ╟╡ ⌂ ⌐ ∆⁹ 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

   ６８億円  

           

２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借

り入れすることが想定される。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

病院における改修等工事に必要となる経費の長期借入れに伴い，本学霞団地の敷地及び

建物について，担保に供する。  

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 

 

Ⅹ その他 

１．施設・設備に関する計画 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財     源 

 

・（霞）総合研究棟改修Ⅲ（臨床系） 

・（霞）総合研究棟改修（臨床系 B） 

・（東広島）実験研究棟改修Ⅲ（工

学系） 

・（霞）総合研究棟耐震改修（医学

系） 

・（医病）医療支援ｾﾝﾀｰ改修（旧外

来診療棟） 

・小規模改修 

 

 

総額 

3,753   

 

施設整備費補助金 ( 2,763 ) 

 

長期借入金       (  880 ) 

 

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ施設費 

交付金 

           (   110 ) 

注）金額については見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設

備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。 
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２．人事に関する計画 

（１）弾力的な管理運営体制の構築 

人件費管理を金額方式（職名ごとの平均人件費を利用したポイント制）で行い，全

学的に活用するポイントを確保し，新たな組織等への対応などを行う。 

 

（２）優秀な人材の獲得 

 新人材育成基本方針に基づく各キャリアパスを必要に応じて改善・充実する。 

 

（３）男女共同参画の推進 

① 仕事と生活が両立できる多様な制度を継続的に整備・充実する。また，必要に応

じて継続的に環境を改善し，制度を活用しやすい環境を整えるとともに，制度の活

用状況を調査する。 

 

② 次世代育成支援対策推進法による「一般事業主行動計画」の適合認定を申請する。 

 

③ 女性教員割合を 14%程度にする。また，男女共同参画に関する「行動の目標・行

動計画・行動項目」に沿って，女性管理職の割合を前年度以上とすることを目指す。 

 

 

（参考１） 平成２６年度の常勤職員数  ２，５１９人 

         また，任期付職員数の見込みを  ５２１人とする。 

（参考２） 平成２６年度の人件費総額見込み ３４，６１３百万円 

（退職手当は除く。） 

 



11 

 

（別紙）予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

 

１．予 算 

平成２６年度 予算 

   （単位：百万円） 

区       分 金    額 

収入      

 運営費交付金 

 施設整備費補助金    

 補助金等収入 

 国立大学財務・経営センター施設費交付金 

 自己収入   

   授業料及入学金検定料収入  

   附属病院収入  

   雑収入  

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 引当金取崩 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩 

    計 

 

26,954 

2,763 

1,987 

110 

36,837 

8,510 

27,752 

575  

5,032  

301  

880  

418  

75,282  

支出      

 業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

 施設整備費 

 補助金等 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等  

 長期借入金償還金 

        計 

 

62,997  

35,957  

27,040  

3,753  

1,987  

5,032  

1,513  

75,282  

  ※「運営費交付金」のうち，平成２６年度当初予算額２５，２６１百万円，前年度より
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２．収支計画 

平成２６年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

費用の部    

 経常費用   

  業務費  

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費  

  財務費用  

  雑損 

  減価償却費  

 臨時損失    

  

収入の部    

 経常収益   

  運営費交付金  

  授業料収益  

  入学金収益  

  検定料収益  

  附属病院収益  

  受託研究等収益 

  補助金等収益  

  寄附金収益  

  財務収益  

  雑益  

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返寄附金戻入  

  資産見返物品受贈額戻入  

 臨時利益     

純利益       

目的積立金取崩益 

総利益       

69,851  

69,851  

63,691 

8,481  

16,277  

 2,173  

131  

22,140  

14,489  

2,181  

297  

0  

3,682  

0 

 

70,200  

70,200  

25,732  

6,356  

1,139  

234  

27,752  

2,668  

1,495  

1,307  

13  

1,491  

908  

607  

482  

16  

0  

349  

0 

349  
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３．資金計画 

平成２６年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

資金支出      

  業務活動による支出   

  投資活動による支出   

  財務活動による支出   

  翌年度への繰越金 

 

資金収入  

  業務活動による収入   

    運営費交付金による収入  

    授業料及入学金検定料による収入 

    附属病院収入  

    受託研究等収入  

    補助金等収入  

      寄附金収入  

    その他の収入  

  投資活動による収入   

    施設費による収入  

    その他の収入  

  財務活動による収入   

  前年度よりの繰越金  

 

80,795  

66,173  

7,596  

1,513  

5,513  

 

80,795  

69,105  

25,261  

8,510  

27,752  

2,668  

1,987  

1,570  

1,357  

2,886  

2,873  

13  

880  

            7,924  
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別表（学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数） 

 

総合科学部 

 

文学部 

 

教育学部 

 

 

 

 

 

 

法学部 

 

 

経済学部 

 

 

理学部 

 

 

 

 

 

 

医学部 

 

 

 

歯学部 

 

 

 

薬学部 

 

 

工学部 

 

 

 

 

 

生物生産学部 

 

総合科学科               ５２０ 人 

 

人文学科         ５８０ 人 

 

第一類（学校教育系） ７２０ 人 

             （うち教員養成に係る分野 ７２０人） 

第二類（科学文化教育系） ３５２ 人 

第三類（言語文化教育系） ３３６ 人 

第四類（生涯活動教育系） ３５２ 人 

第五類（人間形成基礎系） ２２０ 人 

 

法学科 昼間コース    ５８０ 人 

夜間主コース     １８０ 人 

 

経済学科 昼間コース     ６２０ 人 

夜間主コース   ２６０ 人 

 

数学科                   １８８ 人 

物理科学科               ２６４ 人 

化学科                   ２３６ 人 

生物科学科               １３６ 人 

地球惑星システム学科       ９６ 人 

学部共通３年次編入学       ２０ 人 

 

医学科               ７０１ 人 

             （うち医師養成に係る分野 ７０１人） 

保健学科                 ５２０ 人 

 

歯学科                   ３２７ 人 

             （うち歯科医師養成に係る分野 ３２７人） 

口腔健康科学科      １６０ 人 

 

薬学科
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総合科学研究科 

 

 

 

文学研究科 

 

 

 

教育学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学研究科 

 

 

総合科学専攻       １８０ 人 

〔うち修士課程 １２０人〕 

〔  博士課程  ６０人〕 

 

人文学専攻               ２２４ 人 

〔うち修士課程 １２８人〕 

〔  博士課程  ９６人〕 

 

学習科学専攻        ３８ 人 

                      〔うち修士課程  ３８人〕 

特別支援教育学専攻        １０ 人 

                      〔うち修士課程  １０人〕 

科学文化教育学専攻         ７０ 人 

                      〔うち修士課程  ７０人〕 

言語文化教育学専攻         ６８ 人 

                      〔うち修士課程  ６８人〕 

生涯活動教育学専攻         ５０ 人 

                       〔うち修士課程  ５０人〕 

教育学専攻                 ３０ 人 

                      〔うち修士課程  ３０人〕 

心理学専攻                 ３８ 人 

                      〔うち修士課程  ３８人〕 

高等教育開発専攻           １０ 人 

                      〔うち修士課程  １０人〕 

学習開発専攻               ２７ 人 

                      〔うち博士課程  ２７人〕 

文化教育開発専攻           ６６ 人 

                      〔うち博士課程  ６６人〕 

教育人間科学専攻           ５４ 人 

                      〔うち博士課程  ５４人〕 

 

法政システム専攻           ６３ 人 

                      〔うち修士課程  ４８人〕 

                     〔    博士課程  １５人〕 

社会経済システム専攻       ８０ 人 

                       〔うち修士課程  ５６人〕 

                     〔    博士課程  ２４人〕 

マネジメント専攻           ９８ 人 

                      〔うち修士課程  ５６人〕 

                     〔    博士課程   ４２人〕 

 

数学専攻                   ７７ 人 

                      〔うち修士課程   ４４人〕 

                     〔    博士課程   ３３人〕 
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先端物質科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医歯薬保健学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学研究科 

 

 

 

物理科学専攻               ９９ 人 

                      〔うち修士課程   ６０人〕 

                     〔    博士課程   ３９人〕 

化学専攻                   ７９ 人 

                      〔うち修士課程   ４６人〕 

                     〔    博士課程   ３３人〕 

生物科学専攻               ８４ 人 

                      〔うち修士課程   ４８人〕 

                     〔    博士課程   ３６人〕 

地球惑星システム学専攻     ３５ 人 

                       〔うち修士課程   ２０人〕 

                     〔    博士課程   １５人〕 

数理分子生命理学専攻       ７９ 人 

                      〔うち修士課程   ４６人〕 

                     〔    博士課程   ３３人〕 

 

量子物質科学専攻          ８６ 人 

                      〔うち修士課程   ５０人〕 

                     〔    博士課程   ３６人〕 

分子生命機能科学専攻       ８１ 人 

                      〔うち修士課程   ４８人〕 

                     〔    博士課程   ３３人〕 

半導体集積科学専攻         ５１ 人 

                      〔うち修士課程   ３０人〕 

                     〔    博士課程   ２１人〕 

 

医歯薬学専攻         ２９１ 人 

                  〔うち博士課程  ２９１人〕 

口腔健康科学専攻        ３６ 人 

                   〔うち修士課程   ２４人〕 

                   〔  博士課程   １２人〕 

薬科学専攻           ４５ 人  

                   〔うち修士課程   ３６人〕 

                   〔  博士課程    ９人〕 

保健学専攻         １１３ 人 

                   〔うち修士課程   ６８人〕 

                   〔  博士課程   ４５人〕 

医歯科学専攻           ２４ 人 

                   〔うち修士課程   ２４人〕 

 

機械システム工学専攻    ８３ 人 

                      〔うち修士課程   ５６人〕 

                    〔    博士課程   ２７人〕 
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生物圏科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医歯薬学総合研究科 

 

 

 

 

国際協力研究科 

 

 

 

機械物理工学専攻      ９０ 人 

                      〔うち修士課程   ６０人〕 

                    〔    博士課程   ３０人〕 

ｼｽﾃﾑｻｲﾊﾞﾈﾃｨｸｽ専攻     １０１ 人 

                      〔うち修士課程   ６８人〕 

                    〔    博士課程   ３３人〕 

情報工学専攻       １１３ 人 

                      〔うち修士課程   ７４人〕 

                    〔    博士課程 



18 

 

 

 

 

法務研究科 

 

教育文化専攻               ９８ 人 

                       〔うち修士課程  ５６人〕 

                     〔    博士課程  ４２人〕 

 

法務専攻                 １４４ 人 

                  〔うち専門職学位課程 １４４人〕 

特別支援教育特別専攻科 ３０人 

 

附属小学校 

 

 

附属東雲小学校 

 

 

附属三原小学校 

 

 

附属中学校 

 

 

附属東雲中学校 

 

 

附属三原中学校 

 

 

附属福山中学校 

 

 

附属高等学校 

 

 

附属福山高等学校 

 

 

附属幼稚園 

 

 

附属三原幼稚園 

 

 

４３２人 

学級数 １２ 

 

５０４人 

学級数 １８ 

 

４３２人 

学級数 １２ 

 

３６０人 

学級数  ９ 

 

２６４人 

学級数  ９ 

 

２４０人 

学級数  ６ 

 

３６０人 

学級数  ９ 

 

６００人 

学級数 １５ 

 

６００人 

学級数 １５ 

 

９０人 

学級数  ３ 

 

１６０人 

学級数  ５ 

（注１）保健学研究科と医歯薬学総合研究科を平成２４年度に統合し，医歯薬保健学研究科を設置。 

 医歯薬学総合研究科の創生医科学専攻及び展開医科学専攻の収容定員は平成２６年度限りで

ある。 


